
目

次

告

示

○
軽
油
引
取
税
に
係
る
特
約
業
者
の
代
表
者
の
氏
名
の
変
更
qqqqqqqqqqqq（
税

務

課
）
…
一

○
介
護
保
険
法
に
よ
る
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
の
指
定
qqqqqqqqqqqqqqqqqq（
高
齢
福
祉

保

険

課
）
…
一

○
喀
痰
吸
引
等
業
務
の
登
録
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
一

○
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
の
廃

止
の
届
出
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
障
害
福
祉
課
）
…
二

○
公
共
測
量
の
実
施
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
監

理

課
）
…
二

公

告

○
特
定
調
達
契
約
に
係
る
契
約
の
相
手
方
の
決
定
に
関
す
る
公
示
qqqqqq（
会
計
管
理
課
）
…
二

○
特
定
調
達
契
約
に
係
る
落
札
者
の
決
定
に
関
す
る
公
示
qqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
三

○
建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
中
南
地
域

県

民

局
）
…
三

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
四

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
四

告

示

青
森
県
告
示
第
六
百
五
十
八
号

次
の
軽
油
引
取
税
に
係
る
特
約
業
者
の
代
表
者
の
氏
名
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
変
更
が
あ
っ
た
の

で
、
青
森
県
県
税
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
四
年
五
月
青
森
県
規
則
第
六
十
一
号
）
第
十
二
条
の

五
前
段
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
九
年
九
月
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

区

分

名

称

代
表
者
の

氏

名

主
た
る
事
務
所
又
は

事
業
所
の
所
在
地

変

更

年
月
日

変
更
前

八
戸
液
化
ガ
ス
株
式

会
社

大
黒

裕
明

八
戸
市
卸
セ
ン
タ
ー
二
丁
目

六
の
二
七

平
成
二九･
六･二六

変
更
後

大
黒

裕
明

平
野

薫

青
森
県
告
示
第
六
百
五
十
九
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
居
宅
介
護
支
援
事
業
を
行
う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
八
十
五
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り

公
示
す
る
。

平
成
二
十
九
年
九
月
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者

居
宅
介
護
支
援
事
業
を
行
う
事
業
所

指

定

年
月
日

名

称

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

名

称

所

在

地

ハ
ピ
ネ
ス
株
式

会
社

青
森
市
浪
岡
大
字

下
十
川
字
村
元
五

九
の
一

居
宅
介
護
支
援
事

業
所
ハ
ピ
ネ
ス

黒
石
市
大
字
牡
丹

平
字
福
民
西
八
八

の
一
三

平
成
二九･
九･
一

青
森
県
告
示
第
六
百
六
十
号

社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
（
昭
和
六
十
二
年
法
律
第
三
十
号
）
第
四
十
八
条
の
三
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
喀
痰
吸
引
等
業
務
の
登
録
を
し
た
の
で
、
同
法
第
四
十
八
条
の
八
第

一
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

青
森
県
報
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第
四
千
三
百
五
十
一
号

平
成
二
十
九
年

九
月
十
九
日

（
火
曜
日
）



平
成
二
十
九
年
九
月
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

登

録

番

号
登

録

年
月
日
氏
名
又
は

名

称
住

所

事

業

所

業
務
開
始

予

定

年
月
日
備

考

名

称
所
在
地

〇二一五〇〇

〇〇七

平
成
二九･
九･
六
社
会
福
祉

法
人
平
元

会

青
森
市
大

字
高
田
字

川
瀬
一
八

七
の
一
四

特
別
養
護

老
人
ホ
ー

ム
寿
幸
園

青
森
市
大

字
高
田
字

川
瀬
一
八

六
の
一

平
成
二九･一〇･
一
介
護
老
人

福
祉
施
設

〇二一五〇〇

〇〇八

〃

社
会
福
祉

法
人
平
元

会

青
森
市
大

字
高
田
字

川
瀬
一
八

七
の
一
四

特
別
養
護

老
人
ホ
ー

ム
寿
幸
園

青
森
市
大

字
高
田
字

川
瀬
一
八

六
の
一

〃

短
期
入
所

生
活
介
護

〇二一五〇〇

〇〇九

二九･
九･
七
社
会
福
祉

法
人
さ
く

ら
会

十
和
田
市

東
二
番
町

二
の
五
〇

特
別
養
護

老
人
ホ
ー

ム
さ
く
ら

荘

三
戸
郡
五

戸
町
大
字

倉
石
中
市

字
新
山
平

六
四
の
一
〃

介
護
老
人

福
祉
施
設

〇二一五〇〇

〇一〇

〃

社
会
福
祉

法
人
さ
く

ら
会

十
和
田
市

東
二
番
町

二
の
五
〇

特
別
養
護

老
人
ホ
ー

ム
さ
く
ら

荘

三
戸
郡
五

戸
町
大
字

倉
石
中
市

字
新
山
平

六
四
の
一
〃

短
期
入
所

生
活
介
護

青
森
県
告
示
第
六
百
六
十
一
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第

百
二
十
三
号
）
第
四
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
か
ら

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
廃
止
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
二
号
の
規

定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
九
年
九
月
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス

事

業

者

障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
を

行

う

事

業

所

廃

止

年
月
日

名

称
主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

名

称
所

在

地

社
会
福
祉
法

人
蓬
田
村
社

会
福
祉
協
議

会

東
津
軽
郡
蓬
田
村

大
字
瀬
辺
地
字
山

田
三
五
の
八
四

居
宅
介
護
蓬
田
村
社
協

指
定
訪
問
介

護
事
業
所

東
津
軽
郡
蓬
田
村

大
字
瀬
辺
地
字
山

田
三
五
の
八
四

平
成
二九･
九･三〇

社
会
福
祉
法

人
蓬
田
村
社

会
福
祉
協
議

会

東
津
軽
郡
蓬
田
村

大
字
瀬
辺
地
字
山

田
三
五
の
八
四

重
度
訪
問

介
護

蓬
田
村
社
協

指
定
訪
問
介

護
事
業
所

東
津
軽
郡
蓬
田
村

大
字
瀬
辺
地
字
山

田
三
五
の
八
四

〃

青
森
県
告
示
第
六
百
六
十
二
号

測
量
計
画
機
関
の
長
か
ら
、
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
測

量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第

三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
九
年
九
月
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

測
量
計
画
機
関

野
辺
地
町

二

測
量
の
種
類

公
共
測
量
（
空
中
写
真
測
量
・
写
真
地
図
作
成
）

三

測
量
の
期
間

平
成
二
十
九
年
八
月
九
日
か
ら
平
成
三
十
年
三
月
二
十
六
日
ま
で

四

測
量
の
地
域

上
北
郡
野
辺
地
町
地
内

公

告

特
定
調
達
契
約
に
係
る
契
約
の
相
手
方
の
決
定
に
関
す
る
公
示

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令

第
三
百
七
十
二
号
）
第
四
条
に
規
定
す
る
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
の
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で
、
同
令
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
九
年
九
月
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

消
防
救
助
資
機
材

一
式

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

青
森
県
出
納
局
会
計
管
理
課

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

三

契
約
の
方
法

随
意
契
約

四

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

平
成
二
十
九
年
八
月
二
十
五
日

五

契
約
の
相
手
方
の
名
称
及
び
住
所

有
限
会
社
城
栄
産
業

弘
前
市
大
字
神
田
五
丁
目
五
の
一

六

契
約
金
額

三
千
三
百
九
十
六
万
六
千
円

七

随
意
契
約
の
理
由

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
二
第
一
項
第
八
号

の
規
定
に
よ
り
随
意
契
約
に
よ
る
こ
と
と
し
た
。

八

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

入
札
参
加
資
格
審
査
に
お
い
て
、
購
入
物
品
に
要
求
す
る
性
能
等
が
満
た
さ
れ
て
い
る
と
判
断

さ
れ
た
製
品
に
係
る
入
札
書
の
み
を
落
札
対
象
と
し
、
入
札
を
行
っ
た
が
、
予
定
価
格
の
制
限
の

範
囲
内
で
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ
た
者
が
な
く
、
再
度
の
入
札
に
付
し
た
が

落
札
者
が
な
か
っ
た
た
め
、
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
、
最
低
の
価
格
の
見
積
を
行
っ
た
者

と
随
意
契
約
に
よ
り
契
約
を
締
結
し
た
も
の
で
あ
る
。

九

入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日

平
成
二
十
九
年
七
月
十
四
日

特
定
調
達
契
約
に
係
る
落
札
者
の
決
定
に
関
す
る
公
示

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令

第
三
百
七
十
二
号
）
第
四
条
に
規
定
す
る
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
落
札
者
を
決
定
し
た
の
で
、
同
令

第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
九
年
九
月
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

空
港
用
プ
ラ
ウ
付
き
被
牽
引
ス
イ
ー
パ
除
雪
車

一
台

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

青
森
県
出
納
局
会
計
管
理
課

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

三

契
約
の
方
法

一
般
競
争
入
札

四

落
札
者
を
決
定
し
た
日

平
成
二
十
九
年
八
月
二
十
八
日

五

落
札
者
の
名
称
及
び
住
所

第
一
実
業
株
式
会
社

東
京
都
千
代
田
区
神
田
駿
河
台
四
丁
目
六

六

落
札
金
額

一
億
二
千
五
百
四
十
三
万
千
二
百
円

七

落
札
者
を
決
定
し
た
手
続

入
札
参
加
資
格
審
査
に
お
い
て
、
購
入
物
品
に
要
求
す
る
性
能
等
が
満
た
さ
れ
て
い
る
と
判
断

さ
れ
た
製
作
仕
様
書
及
び
工
程
表
に
基
づ
く
入
札
書
に
よ
り
、
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
、

交
換
差
金
に
係
る
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ
た
者
を
落
札
者
と
し
た
も
の
で
あ

る
。

八

入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日

平
成
二
十
九
年
七
月
十
八
日

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。
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平
成
二
十
九
年
九
月
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

株
式
会
社
第
一
空
調

二

代
表
者
の
氏
名

工
藤
重
義

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

弘
前
市
大
字
石
川
字
外
坪
八
一

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可
（
般
―
二
四
）
第
二
〇
〇
一
二
五
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
九
年
八
月
二
十
三
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

土
木
工
事
業
及
び
舗
装
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
九
年
八
月
二
十
二
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出

に
よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す

る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。

平
成
二
十
九
年
九
月
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

山
谷
砂
利
店

二

氏
名

山
谷
清
八

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

平
川
市
石
畑
岡
元
二
三

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可
（
般
―
二
九
）
第
一
一
八
一
三
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
九
年
八
月
二
十
八
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

土
木
工
事
業
及
び
と
び
・
土
工
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
九
年
七
月
五
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ

り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。

平
成
二
十
九
年
九
月
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

有
限
会
社
高
橋
建
設

二

代
表
者
の
氏
名

髙
橋
康
雄

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

弘
前
市
大
字
楢
木
字
牧
野
五
の
二

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可
（
般
―
二
四
）
第
一
三
三
八
七
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
九
年
八
月
三
十
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

と
び
・
土
工
工
事
業
、
石
工
事
業
、
鋼
構
造
物
工
事
業
、
舗
装
工
事
業
、
し
ゆ
ん
せ
つ
工
事
業

及
び
水
道
施
設
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
八
年
五
月
一
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ

り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。
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